
議案第１０号 

 

   京田辺市都市公園条例の一部改正について 

 

 京田辺市都市公園条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和６年２月２０日 提出 

 

                    京田辺市長  上 村  崇   

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 本件は、公募設置管理制度（Ｐａｒｋ－ＰＦＩ）を活用して拡張整備を進め

ている田辺公園における有料公園施設の管理運営を行うに当たり、使用料等に

係る規定を追加するとともに、民間の宅地開発に伴い新設された公園を本市の

都市公園として追加することに伴い、所要の改正を行うため、提案するもので

ある。  

 

 



京田辺市条例第  号 

 

   京田辺市都市公園条例の一部を改正する条例（案） 

 

 京田辺市都市公園条例（昭和５２年京田辺市条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 第１３条第１項中「使用期間は」を「使用期間は、」に改め、同条第２項中

「区分は」を「区分は、」に改め、同項ただし書中「場合には」を「場合は」

に改め、同項第１号に次のように加える。 

  エ 田辺公園拡張整備区域（法第２条の２の規定により田辺公園の区域に

拡張して設置した都市公園の区域をいう。以下同じ。） 

   （ア） 管理棟多目的室 ８時間以内 

   （イ） 芝生広場及び砂場 ８時間以内    

 第１４条各号列記以外の部分中「及び」を「並びに」に改め、「田辺公園プ

ール」の次に「並びに田辺公園拡張整備区域における管理棟、露地栽培による

農体験施設（種まきから収穫までの一連の農作業を体験できる施設をいう。以

下同じ。）、芝生広場及び砂場」を加え、同条に次のただし書を加える。 

  ただし、芝生広場及び砂場にあっては、イベント等の開催以外に使用する

場合は、この限りでない。 

 別表第１田辺木津川つつみ緑地の項中「向畑、藪ノ本、東浜、西浜」を「田

辺向畑、田辺藪ノ本、田辺東浜、田辺西浜」に改め、同表田辺公園の項中「竹

ノ脇、平」を「田辺竹ノ脇、田辺平、興戸小モ詰、興戸山添」に改め、同表中 

「 

東沢公園 京田辺市薪西沢地内 

」 

を 

「 

東沢公園 京田辺市薪西沢地内 



薪山垣内公園 京田辺市薪山垣内地内 

」 

に改め、同表若宮公園の項中「興戸若宮」を「興戸郡塚」に改め、同表大住ケ

丘第３公園の項中「大住ケ丘四丁目」を「大住ケ丘一丁目」に改め、同表大住

ケ丘第４公園の項中「大住ケ丘一丁目」を「大住ケ丘四丁目」に改め、同表ふ

わふわ公園の項中「二丁目」を「山手南二丁目」に改め、同表防賀川緑道の項

中「西神屋」を「東西神屋」に、「神谷、野色」を「河原神谷、河原野色」に

改め、同表中 

「 

同志社第１公園 京田辺市三山木天神山地内 

同志社第２公園 京田辺市三山木七瀬川地内 

同志社第３公園 京田辺市三山木七瀬川地内 

同志社第４公園 京田辺市三山木七瀬川地内 

同志社第５公園 京田辺市三山木七瀬川地内 

同志社第６公園 京田辺市三山木七瀬川地内 

」 

を 

「 

同志社住宅第１公園 京田辺市三山木天神山地内 

同志社住宅第２公園 京田辺市三山木天神山地内 

同志社住宅第３公園 京田辺市三山木七瀬川地内 

同志社住宅第４公園 京田辺市三山木七瀬川地内 

同志社住宅第５公園 京田辺市三山木七瀬川地内 

同志社住宅第６公園 京田辺市三山木七瀬川地内 

」 

に改め、同表南山公園の項中「三山木越前」の次に「、三山木谷ノ上」を加え

、同表中 

「 

西平川原公園 京田辺市同志社山手四丁目地内 



」 

を 

「 

西平川原公園 京田辺市同志社山手四丁目地内 

同志社山手四丁目公園 京田辺市同志社山手四丁目地内 

」 

に改める。 

 別表第２第３号ア中「防賀川公園及び」を「防賀川公園、」に改め、「田辺

公園プール」の次に「及び田辺公園拡張整備区域」を加え、同表第３号中 

「 

  ウ 田辺公園プール 

公園名 施設名 区分 使用時間 大人（円） 小人（円） 

田辺公

園 

田辺公園

プール 

入場券 午前の部（９：３

０～１２：３０） 

１人 ５００ １人 ２００ 

午後の部（１３：

３０～１６：３

０） 

１人 ５００ １人 ２００ 

夜間の部（１７：

３０～２１：３０

ただし、日曜日を

除く。） 

１人 ５００ １人 ２００ 

入場回

数券 

入場券に同じ １

冊（１１回分） 

５，０００ ２，０００

入場定

期券 

入場券に同じ １

月 

３，０００ １，２００

                                  」 

を 

「 

  ウ 田辺公園プール 



公園名 施設名 区分 使用時間 大人（円） 小人（円） 

田辺公

園 

田辺公園

プール 

入場券 午前の部（９：３

０～１２：３０） 

１人 ５００ １人 ２００ 

午後の部（１３：

３０～１６：３

０） 

１人 ５００ １人 ２００ 

夜間の部（１７：

３０～２１：３０

ただし、日曜日を

除く。） 

１人 ５００ １人 ２００ 

入場回

数券 

入場券に同じ １

冊（１１回分） 

５，０００ ２，０００

入場定

期券 

入場券に同じ １

月 

３，０００ １，２００

  エ 田辺公園拡張整備区域 

公園名 施設名 使用単位 使用時間 金額（円） 

田辺公

園 

田辺公園

拡張整備

区域 

管理棟多

目的室 

１室 ２時間 ５５０ 

露地栽培

による農

体験施設 

１グループ １体験 １１，０００ 

芝生広場 全面 １時間 ５，２８０ 

砂場 全面（大小

の砂場を含

む。） 

１時間 １，７６０ 

 備考 芝生広場及び砂場にあっては、イベント等の開催以外に使用する場合

は、この限りでない。 

                                  」 

に改め、同表第４号中 

「 



施設名 使用単位 単位時間 使用日 金額（円） 

野外ステージ石舞台 全面 １時間 全日 ２００ 

                                」 

を 

「 

施設名 使用単位 単位時間 金額（円） 

野外ステージ石舞台 全面 １時間 ２００ 

芝生広場（田辺公園拡張整

備区域に限る。） 

全面 １時間 ２２０ 

                               」 

に改める。 

別表第３中 

「             「 

野球場 

多目的運動広場 

テニスコート 

田辺中央体育館 

田辺公園プール 

防賀川公園第１コー

ト・第２コート 

 

 

 

 を 

 

 

 

」 

野球場 

多目的運動広場 

テニスコート 

田辺中央体育館 

田辺公園プール 

田辺公園拡張整備区

域管理棟多目的室 

田辺公園拡張整備区

域芝生広場 

田辺公園拡張整備区

域砂場 

防賀川公園第１コー

ト・第２コート 

 

 

 

に改める。 

 

                          」 

 別表第５中 

「 



田辺公園プール 屋外

プー

ル 

７月１日

～８月３

１日 

   

屋内

プー

ル 

１月４日

～１２月

２７日 

                                  」 

を 

「 

田辺公園プール 屋外

プー

ル 

７月１日

～８月３

１日 

   

屋内

プー

ル 

１月４日

～１２月

２７日 

田辺

公園

拡張

整備

区域 

管理棟 １月４日～１

２月２７日 

   

露地栽培に

よる農体験

施設 

１月４日～１

２月２７日 

   

芝生広場 １月４日～１

２月２７日 

   

砂場 １月４日～１

２月２７日 

   

                                  」 

に改め、同表に備考として次のように加える。 

 備考 芝生広場及び砂場にあっては、イベント等の開催以外に使用する場合

は、この限りでない。 

 別表第６中第４号を第６号とし、第３号の次に次の２号を加える。 

 （４） 第１３条第２項第１号エ（ア）の場合 



区分 使用時間 

１ ９時～１１時 

２ １１時～１３時 

３ １３時～１５時 

４ １５時～１７時 

 （５） 第１３条第２項第１号エ（イ）の場合 

区分 使用時間 区分 使用時間 

１ ９時～１０時 ５ １３時～１４時 

２ １０時～１１時 ６ １４時～１５時 

３ １１時～１２時 ７ １５時～１６時 

４ １２時～１３時 ８ １６時～１７時 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年１０月１日から施行する。ただし、別表第１の改正

規定は、公布の日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例による改正後の京田辺市都市公園条例の規定による田辺公園拡張

整備区域における有料公園施設の使用に関し必要な行為は、この条例の施行

の日前においても行うことができる。 



京田辺市都市公園条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

 （有料公園施設の使用期間及び時間） 

第１３条 有料公園施設の使用期間は、別表第５による。ただし、市長が必要と認め

たときは、これを変更することができる。 

２ 有料公園施設の使用時間は、次に定めるとおりとし、該当使用時間の区分は、別

表第６による。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 

 （１） 田辺公園 

  ア～ウ （略） 

  エ 田辺公園拡張整備区域（法第２条の２の規定により田辺公園の区域に拡張し

て設置した都市公園の区域をいう。以下同じ。） 
   （ア） 管理棟多目的室 ８時間以内 
   （イ） 芝生広場及び砂場 ８時間以内   
 （２）～（４） （略） 

３ （略） 

 （有料公園施設の使用期間及び時間） 

第１３条 有料公園施設の使用期間は別表第５による。ただし、市長が必要と認めた

ときは、これを変更することができる。 

２ 有料公園施設の使用時間は、次に定めるとおりとし、該当使用時間の区分は別表

第６による。ただし、市長が特に必要と認めた場合には、この限りでない。 

 （１） 田辺公園 

  ア～ウ（略） 

 

 

 

 

 （２）～（４） （略） 

３ （略） 

 
字句の整理 

 

 

 

 

 

田辺公園拡張整

備区域における

有料公園施設の

追加 

 （休館日及び休所日） 

第１４条 有料公園施設のうち、田辺中央体育館の休館日並びに田辺公園プール並び

に田辺公園拡張整備区域における管理棟、露地栽培による農体験施設（種まきから

収穫までの一連の農作業を体験できる施設をいう。以下同じ。）、芝生広場及び砂

場の休所日は、次のとおりとする。ただし、芝生広場及び砂場にあっては、イベン

ト等の開催以外に使用する場合は、この限りでない。 

 （１）～（４） （略）  

 （休館日及び休所日） 

第１４条 有料公園施設のうち、田辺中央体育館の休館日及び田辺公園プールの休所

日は、次のとおりとする。 

 

 

 

 （１）～（４） （略）  

 
田辺公園拡張整

備区域における

有料公園施設の

追加 

別表第１（第２条関係） 

  京田辺市が設置する都市公園 

名称 位置 

（略） （略） 

田辺木津川つつみ緑地 京田辺市田辺田出原、田辺向畑、田辺藪ノ本、田辺東浜

、田辺西浜地内 

（略） （略） 

田辺公園 京田辺市田辺丸山、田辺竹ノ脇、田辺平、興戸小モ詰、

興戸山添地内 

（略） （略） 

東沢公園 京田辺市薪西沢地内 

薪山垣内公園 京田辺市薪山垣内地内 

（略） （略） 

若宮公園 京田辺市興戸郡塚地内 

（略） （略） 

別表第１（第２条関係） 

  京田辺市が設置する都市公園 

名称 位置 

（略） （略） 

田辺木津川つつみ緑地 

 

京田辺市田辺田出原、向畑、藪ノ本、東浜、西浜地内 

（略） （略） 

田辺公園 

 

京田辺市田辺丸山、竹ノ脇、平地内 

（略） （略） 

東沢公園 

 

京田辺市薪西沢地内 

（略） （略） 

若宮公園 京田辺市興戸若宮地内 

（略） （略） 

 
 
 
 
新設する都市公

園の追加及び位

置等の字句の整

理 

 



京田辺市都市公園条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

大住ケ丘第３公園 京田辺市大住ケ丘一丁目地内 

大住ケ丘第４公園 京田辺市大住ケ丘四丁目地内 

（略） （略） 

ふわふわ公園 京田辺市山手南一丁目、山手南二丁目地内 

（略） （略） 

防賀川緑道 京田辺市東鍵田、東西神屋、河原外島、河原神谷、河原

野色地内 

（略） （略） 

同志社住宅第１公園 京田辺市三山木天神山地内 

同志社住宅第２公園 京田辺市三山木天神山地内 

同志社住宅第３公園 京田辺市三山木七瀬川地内 

同志社住宅第４公園 京田辺市三山木七瀬川地内 

同志社住宅第５公園 京田辺市三山木七瀬川地内 

同志社住宅第６公園 京田辺市三山木七瀬川地内 

（略） （略） 

南山公園 京田辺市三山木越前、三山木谷ノ上地内 

（略） （略） 

西平川原公園 京田辺市同志社山手四丁目地内 

同志社山手四丁目公園 京田辺市同志社山手四丁目地内 

（略） （略） 
 

大住ケ丘第３公園 京田辺市大住ケ丘四丁目地内 

大住ケ丘第４公園 京田辺市大住ケ丘一丁目地内 

（略） （略） 

ふわふわ公園 京田辺市山手南一丁目、二丁目地内 

（略） （略） 

防賀川緑道 

 

京田辺市東鍵田、西神屋、河原外島、神谷、野色地内 

（略） （略） 

同志社第１公園 京田辺市三山木天神山地内 

同志社第２公園 京田辺市三山木七瀬川地内 

同志社第３公園 京田辺市三山木七瀬川地内 

同志社第４公園 京田辺市三山木七瀬川地内 

同志社第５公園 京田辺市三山木七瀬川地内 

同志社第６公園 京田辺市三山木七瀬川地内 

（略） （略） 

南山公園 京田辺市三山木越前地内 

（略） （略） 

西平川原公園 

 

京田辺市同志社山手四丁目地内 

 

（略） （略） 
 

別表第２（第１１条関係）  

 （１）及び（２） （略） 

 （３） 有料公園施設を使用する場合 

  ア 有料公園施設のうち、防賀川公園、田辺公園プール及び田辺公園拡張整備区

域を除く施設 

 （略） 

  イ （略） 

  ウ 田辺公園プール 

公園名 施設名 区分 使用時間 大人（円） 小人（円） 

田辺公

園 

田辺公園

プール 

入場券 午前の部（９：３０～

１２：３０） 

１人 ５００ １人 ２００ 

午後の部（１３：３０

～１６：３０） 

１人 ５００ １人 ２００ 

夜間の部（１７：３０

～２１：３０ただし、

１人 ５００ １人 ２００ 

別表第２（第１１条関係） 

 （１）及び（２） （略） 

 （３） 有料公園施設を使用する場合 

  ア 有料公園施設のうち、防賀川公園及び田辺公園プールを除く施設 

    

 （略） 

  イ （略） 

  ウ 田辺公園プール 

公園名 施設名 区分 使用時間 大人（円） 小人（円） 

田辺公

園 

田辺公園

プール 

入場券 午前の部（９：３０～

１２：３０） 

１人 ５００ １人 ２００ 

午後の部（１３：３０

～１６：３０） 

１人 ５００ １人 ２００ 

夜間の部（１７：３０

～２１：３０ただし、

１人 ５００ １人 ２００ 

 
 
 
田辺公園拡張整

備区域における

有料公園施設の

使用料の追加 



京田辺市都市公園条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

日曜日を除く。） 

入場回数券 入場券に同じ １冊

（１１回分） 

５，０００ ２，０００

入場定期券 入場券に同じ １月 ３，０００ １，２００

  エ 田辺公園拡張整備区域 

公園名 施設名 使用単位 使用時間 金額（円） 

田辺公園 田辺公園

拡張整備

区域 

管理棟多目的室 １室 ２時間 ５５０

露地栽培による

農体験施設 

１グループ １体験 

 

１１，０００

芝生広場 全面 １時間 ５，２８０

砂場 全面（大小の砂

場を含む。） 

１時間 １，７６０

 

日曜日を除く。） 

入場回数券 入場券に同じ １冊

（１１回分） 

５，０００ ２，０００

入場定期券 入場券に同じ １月 ３，０００ １，２００
 

 備考 芝生広場及び砂場にあっては、イベント等の開催以外に使用する場合は、こ

の限りでない。 

  

 （４） 電気設備を使用する場合 

公園名 施設名 使用単位 単位時間 金額（円） 

田辺公園 野外ステージ石舞台 全面 １時間 ２００ 

芝生広場（田辺公園拡張

整備区域に限る。） 

全面 １時間 ２２０ 

 

 （４） 電気設備を使用する場合 

公園名 施設名 使用単位 単位時間 使用日 金額（円） 

田辺公園 野外ステージ石舞台 全面 １時間 全日 ２００

 

 

田辺公園拡張整

備区域における

有料公園施設の

追加 

 

別表第３（第１１条関係） 

範囲 施設 減免率 

（１） 京田辺市又は京田辺市教育委員

会の主催する事業 

（２） 京田辺市又は京田辺市教育委員

会の後援により、特定非営利活動

法人京田辺市スポーツ協会が主催

する事業 

（３） 区又は自治会の主催する事業 

（４） 市立の小、中学校が教育活動と

して行う事業又は市立の教育・保

育施設が教育・保育活動として行

う事業 

 

 

野球場 

多目的運動広場 

テニスコート 

田辺中央体育館 

田辺公園プール 

田辺公園拡張整備区

域管理棟多目的室 

田辺公園拡張整備区

域芝生広場 

田辺公園拡張整備区

域砂場 

防賀川公園第１コー

ト・第２コート 

１０割 

別表第３(第１１条関係) 

範囲 施設 減免率 

（１） 京田辺市又は京田辺市教育委員

会の主催する事業 

（２） 京田辺市又は京田辺市教育委員

会の後援により、特定非営利活動

法人京田辺市スポーツ協会が主催

する事業 

（３） 区又は自治会の主催する事業 

（４） 市立の小、中学校が教育活動と

して行う事業又は市立の教育・保

育施設が教育・保育活動として行

う事業 

 

 

野球場 

多目的運動広場 

テニスコート 

田辺中央体育館 

田辺公園プール 

防賀川公園第１コー

ト・第２コート 

１０割 

 
 
田辺公園拡張整

備区域における

有料公園施設の

追加 

 



京田辺市都市公園条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

（１） 京田辺市又は京田辺市教育委員

会の後援による事業 

（２） 特定非営利活動法人京田辺市ス

ポ―ツ協会の主催する事業 

（３） 京田辺市内の市立以外の小、中

、高等学校が教育活動として行う

事業、市立以外の教育・保育施設

が教育・保育活動として行う事業

又は市立以外の小規模保育事業所

が保育活動として行う事業 

 

 

 

野球場 

多目的運動広場 

テニスコート 

田辺中央体育館 

田辺公園プール 

田辺公園拡張整備区

域管理棟多目的室 

田辺公園拡張整備区

域芝生広場 

田辺公園拡張整備区

域砂場 

防賀川公園第１コー

ト・第２コート 

５割 

（１） その他市長が特別の理由がある

と認める事業 

野球場 

多目的運動広場 

テニスコート 

田辺中央体育館 

田辺公園プール 

田辺公園拡張整備区

域管理棟多目的室 

田辺公園拡張整備区

域芝生広場 

田辺公園拡張整備区

域砂場 

防賀川公園第１コー

ト・第２コート 

５～１０割 

 

 

（１） 京田辺市又は京田辺市教育委員

会の後援による事業 

（２） 特定非営利活動法人京田辺市ス

ポ―ツ協会の主催する事業 

（３） 京田辺市内の市立以外の小、中

、高等学校が教育活動として行う

事業、市立以外の教育・保育施設

が教育・保育活動として行う事業

又は市立以外の小規模保育事業所

が保育活動として行う事業 

 

 

 

野球場 

多目的運動広場 

テニスコート 

田辺中央体育館 

田辺公園プール 

防賀川公園第１コー

ト・第２コート 

５割 

（１） その他市長が特別の理由がある

と認める事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野球場 

多目的運動広場 

テニスコート 

田辺中央体育館 

田辺公園プール 

防賀川公園第１コー

ト・第２コート 

５～１０割 

 

別表第５（第１３条関係） 

    公園名 

区分 

田辺公園 田辺木津川運動

公園 

草内木津川運動

公園 

防賀川公園 

（略） （略） （略） （略） （略） 

田辺公園プール 屋外

プー

ル 

７月１日～

８月３１日 

   

屋内

プー

ル 

１月４日～

１２月２７

日 

別表第５（第１３条関係） 

    公園名 

区分 

田辺公園 田辺木津川運動

公園 

草内木津川運動

公園 

防賀川公園 

（略） （略） （略） （略） （略） 

田辺公園プール 屋外

プー

ル 

７月１日～

８月３１日 

   

屋内

プー

ル 

１月４日～

１２月２７

日 

 
 
 
 
田辺公園拡張整

備区域における

有料公園施設の

追加 

 



京田辺市都市公園条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

田辺

公園

拡張

整備

区域 

管理棟 １月４日～１２

月２７日 

   

露地栽培に

よる農体験

施設 

１月４日～１２

月２７日 

   

芝生広場 １月４日～１２

月２７日 

   

砂場 １月４日～１２

月２７日 

   

（略） （略） （略） （略） （略） 
 

（略） （略） （略） （略） （略） 
 

 備考 芝生広場及び砂場にあっては、イベント等の開催以外に使用する場合は、こ

の限りでない。 

  

別表第６（第１３条関係） 

 （１）～（３） （略） 

別表第６（第１３条関係） 

 （１）～（３） （略） 

 

 （４） 第１３条第２項第１号エ（ア）の場合 

区分 使用時間 

１ ９時～１１時 

２ １１時～１３時 

３ １３時～１５時 

４ １５時～１７時 
 

 田辺公園拡張整

備区域における

有料公園施設の

追加 

 （５） 第１３条第２項第１号エ（イ）の場合 

区分 使用時間 区分 使用時間 

１ ９時～１０時 ５ １３時～１４時 

２ １０時～１１時 ６ １４時～１５時 

３ １１時～１２時 ７ １５時～１６時 

４ １２時～１３時 ８ １６時～１７時 
 

  

 （６） （略）  （４） （略） 号の繰下げ 
 



A4

薪山垣外公園

A=270.34㎡

位 置 図

尼ケ池



 

平面図（S=1/200） 

薪山垣外公園 

公園面積：270.34 ㎡ 

 

①砂場（８㎡）   1 基 

②スプリング遊具  2 基 

③鉄棒（３連）   1 基 

④ラダー      1 基 

⑤ベンチ      2 基 

⑥植栽（ツツジ）  81.82 ㎡ 



A4

同志社山手四丁目公園

A=491.61㎡

山

城

田

辺

自

動

車

学

校

位 置 図



平面図（S=1/300） 

 

同志社山手四丁目公園 

公園面積：491.61 ㎡ 

 

①砂場（８㎡）   1 基 

②ロッキング遊具  2 基 

③鉄棒（３連）   1 基 

④ラダー      1 基 

⑤ベンチ      3 基 

⑥植栽（ｱﾍﾞﾘｱ）   119.88 ㎡ 

⑦植栽（ﾋﾒｸﾁﾅｼ）  28.75 ㎡ 


